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1 自的  

社会保険庁が実施している国民年金保険料の収納業務のうら、強制徴収や免除等申請勧奨を除く未納者に対する納付督励業務等を包括的   

に民間委託し、民間事業者の創意工夫やノウハウの活用により、収納率の向上を図るとともに、当該業務の質及びコストに関する官民間の  

透明・中立・公正な比較を実施する。   

2 対象業務  

次の業務を包括的に委託し、効率的・効果的に実施する手段・手法については、法令の範囲内において受託者の提案に委ねるものとする。  

① 国民年金保険料の未納者（強制徴収及び免除等申請勧奨対象者を除く。）に対する納付督励  

② 未納者からの委託に基づく保険料の納付受託  

③ 未納者からの口座振替の獲得  

④ 業務実施内容の記録及び報告   

3 実施期間  

平成17年10月から平成18年9月までの1年間   

4 対象社会保険事務所及び受託事業者  

対象社会保険事務所   管轄区域   受託事業者   

弘前社会保険事務所（青森）   
弘前市黒石市五所川原市つがる市平川市西津軽郡  
中津軽郡南津軽郡北津軽郡   

（株）もしもしホットライン   

足立社会保険事務所（東京）   足立区   エー・シー、・ エス債権管理回収（株）   

熱田社会保険事務所（愛知）   名古屋市のうら熱田区、中川区、潜区   エー・シー・ エス債権管理回収（株）   

大阪社会保険事務局平野事務所（大阪）   大阪市のうち東住吉区、平野区   エー・シー・ エス債権管理回収（株）   

宮崎社会保険事務所（宮崎）   宮崎市 日南市 宮崎郡 南那珂郡 東諸県郡   （株）もしもしホットライン  

市場化テストモデル事業については、全国312ケ所の社会保険事務所のうら、5ケ所の社会保険事務所を対象（以下「対象事務所」と  

いう。）として実施した。5ケ所の選定については、一定規模の被保険者数（5万人以上）を肯し、かつ保険料の納付状況が低迷している社  

会保険事務所のうち、全国的な地域バランス（エリア分散、都市集中型、地方部市広域型）等を考慮して選定した。   

受託事業者については、応札業者の提出した企画提案書及び入札書による総合評価落札方式（一般競争入札）により選定した。  
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○落札者決定までの経過  

平成17年7月 7日  

7月11ヨ  

7月26日  

7月27日  

7月28日  

7月29日  

8月31日  

実施に関する方針の公表  

官報公告  

入札説明会実施（弘前及び足立）  

入札説明会実施（宮崎）  

入札説明会実施（平野） 

入札説明会実施（熱田）  

企画書提出締切、入札  

9月 7日 評価委員会  

9月 9日 開札  

9月15日 全5ケ所の落札者決定  

対象事務所   
①入札価格   ②評価点数   総合評価数値   （参考）  

受託事業者  
（税抜き）   （企画提案篭の評価点）   （②÷（D）   入札参加者   

弘前（青森）   （株）もしもしホットライン   41．330，000円   800点   0．0000194   5事業者   

足立（棄京）   エー・シー・ エス債権管理回収（株）   24，707，000円   740点   0．0000300   9事業者   

熱田（愛知）   エー・シー・エス債権管理回収（株）   20，935，000円   740点   0．0000353   3事業者   

平野（大阪）   エー・シー・エス債権管理回収（株）   19，578，000円   740点   0．0000378   8事業者   

宮崎（宮崎）   （株）もしもしホットライン   33，156．000円   800点   0．0000241   3事業者   

J株式会社もしもしホットライン  

】 ： 〈会社概要〉  

‾‾‾‾‾、 

ヽ′  

：Jエー・シー・エス債権管理回収株式会社             l  

；： 〈会社概要〉  
設 立  

許可番号  

資本金  
在  

業務内容  

設  立  昭和62年6月  
資本金  9億98百万円  
所在地  乗京都渋谷区代々木2－6－5  

テレコミュニケーションビル  

支 店 北海道、東北、中部、関西、広島、沖縄支社  

業務内容  コールセンタ丁運営  
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平成11年8月  
法務大臣第27号  

5億円  
東京都千代田区神田錦町1－2－1（本社）  
東京、大阪、名古屋、福岡  

特定金銭債権の管理回収   



」 翻こ対する実施状況  

受託事業者に対しては、事業の達成日標としての要求水準を設定し、この水準を達成することを目標とした。  

〔 

要求水準●  平成16年度における対象事務所の納付月数（過年度保険料を含む。ただし、強制徴収によって納付されたものを除＜  

及び口座振替獲得音数の実績を基準として、被保険者数の増減を考慮して算出した率を乗じて設定。  

（1）未納者に対する国民年金保険料の納付督励業務  

対象事務所において、委託期間中に収納された納付月数（過年度保険料を含む。ただし、強制徴収によって糸馴寸されたものを除く。）  

が要求水準を超えること。  

（実施結果）  

実施結果  同一社会保険事務局  

対象事務所   受託事業者   要求水準  内の他の社会保険事  

納付月数   達成率   務所の達成率  

弘前（青森）   （株）もしもしホットライン   570，953月   601，566月   105．36％   99．99％   

足立（乗京）   エー・シー・ エス債権管理回収（株）   771，109月   778，027月   100．90％   103．05％   

熱田（愛知）   エー・シー・エス債権管理回収（株）   436．291月   444，545月   101．89％   99．65％   

平野（大阪）   エー・シー・エス債権管理回収（株）   314，565月   304，535月   96．81％   98．07％   

宮崎（宮崎）   （株）もしもしホットライン   436，380月   459，526月   105．30％   99．43％   

○ 受託事業者における納付月数に係る要求水準は、4ケ所（弘前、足立、熱田、宮崎）で達成され、1ケ所（平野）で達成されなかっ   

た。   

○ 受託事業者の実施状況について、対象事務所と同一社会保険事務局内の他の社会保険事務所（以下「他事務所」という。）において   

同様に要求水準を設定し、その達成状況と比較してみると次のようになっている。   

① 受託事業者の達成率が他事務所の達成率を上回っている（弘前、熱田、宮崎）   

② 受託事業者の達成率が他事務所の達成率を下回っている（足立、平野）  
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（2）未納者からの口座振替納付の獲得業務  

対象事務所において、委託期間中に受託事業者が未納者に対して勧奨の上獲得した新規口座振替納付書教が、要求水準を超えること。  

（実施結果）  

実施結果  

対象事務所   受託事業者   要求水準  
口座振替獲得数   

要求水準に対する   
達成率   

弘前（青森）   （株）もしもしホットライン   270件   190件   70．37％   

足立（乗京）   エー・シー・ エス債権管理回収（株）   94件   56件   59．57％   

熱田（愛知）   エー・シー・ エス債権管理回収（株）   142件   110件   77．46％   

平野（大阪）   エー・シー・エス債権管理回収（株）   26件   27件   103．85％   

宮崎（宮崎）   （株）もしもしホットライン   487件   108件   22．18％   

○ 安定した収納の確保を図るために口座振替の獲得は重要であるが、受託事業者における口座振替の獲得に係る要求水準は、1ケ所  

（平野）で達成され、4ケ所（弘前、足立、熱田、宮崎）で達成されなかった。  

○ 達成状況がはかばかしくない要因としては、口座振替の獲得に当たり、受託事業者はコスト削減の観点から電話による勧奨を中心と   

して実施しているのに対し、社会保険事務所においては人員を配置して戸別訪問を行うことにより確実な口座振替申請書の受理を確保   

しているといった相違によるものではないかと考えられる。  
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（3）納付率との関係   

○国民年金保険料の納付率の改善状況について見ると、対象事務所においては、他事務所に比していずれも低調である。   

○納付月数に係る要求水準がほぼ達成されているにもかかわらず納付率の面で低迷している要因としては、次の点が考えられる0  

①対象事務所の免除等の実績が低調である。  

②要求水準が紺寸率の向上が図られる水準となっておらず、結果として納付率の向上につながるだけの納付月数が獲得されなかった0  

③対象事務所において、積極的に受託事業者と連携・協力し、納付率の向上を目指すという耳又組が不十分であった。   

○以上を踏まえ、対象事務所の取組、要求水準の在り方、対象事務所と受託事業者との連携等について、今後、見直す必要がある。→Ⅲ  

民間事葉書  社会保険事務所   

鮒寸月数  免除率  （連判徴収）  

最胞七宝状1粁 割こり鋏†寸貫畿  「7年廣末  対前年度比  18年9月末  対前年度比  17年度末  対前年度比  18年9月禾  対前年度比   

573．006  △3．7％  215，274  △4．3％  29月9％  ＋3．78％  24．12冤  ＋0，79％  （3．53月）   

1，002，239  △2－6＼  385，413  △2．爛  封．05％  ＋5．86％  22．6哨  △0．71％  （428月）  

△1．2！も    △2．0％    △2．08％    ＋1．51渦  （ム〇．7絹）   

705，002  △2．6％  276，120  △1．3％  け60％  ＋2．29％  15．03％  ＋1．53％  （3．53月）   

13－30ヰ，819  △1．3％  5，202，670  △0．9％  18，96％－  十2」54％  14‘94％  ＋ロ．34％  （4ヱ6月）  

△1．3㌔    △0．晒    △0．25％    ＋1．19％  く△0．7絹）   

414，267  △2．4覧  162，898  △1．9％  23．9㈹  宣＋3．20％  18．9惰  ＋8．53％  （2（相月）   

7－098，398  △2．2繋  2，803，060  △l．3％  19，24％  ＋3．48％  15．85％  ＋1．20％  （3．37月）  

△0，2覧    △0．6覧    △0．2鍋    △0，87‰  （△0⊥6白月）   

279，365  △4二2％  105、丁64  △5．5％  27，73％  ＋2．76％  22．07％  △2．48％  （0，95月）   

7t472．996  △3．3覧  2β79，852  △3．5％  27．41％  ＋3，了6笥  18．85ち  △2．85‰  （1月9月）  

△D．9製    △2．0％    △1．00％    ＋0．3フ％  （AO．銅月）   

ヰ30，092  △2．5％  186．丁58  △2．9％  29．10％  ＋5．37％  22．94％  ＋2．34％  （4、32月）   

6了4，585  △1二4駕  263，TO2  △1．4％  3l．04％  ＋5．64％  23．86％  ＋1．52％  （3．18郡  

△1．2駕    △1．5％    △0．27！i    ＋0．82％  （＋1．14月）   

納付宰  
対象事務所  

17年度末  対前年度比  18年9月末  対前年度比   

弘前（青森）  62－25％  ▼＋0．22％  55．2嫡  △0．23％  

他事務所   6フ．39％  ＋4．40％  59．6姻  ＋0．22％  

他事務所との差  △4．1払    △0．45％   

足立（東京）  55．82％  ＋1．8て％  52．74％  ＋1．65％  

他事務所   61．58ヲも  十2．99％  57．29％  十1．62％  

他事鶉所との差  △1．18覧    ＋0．03％   

熱田（愛知）  62．18‰  ＋3．06覧  57．7構  ＋1IOO％  

他事務所   69．60％  ＋3．4了‰  66．23％  ＋2．1鍋  
他事務所との差  △0．41％    △1．相賀   

大 阪（大阪）  4臥10覧  ＋2β3％  43．65％  △1．09％   

他事務所   5臥34％  ＋3．72％  52．38％  ＋0．07％  

他事務所との差  △1．0粥    △1．1梢   

宮崎（宮崎）  5gノ81％  ＋3．73％  53．57％  ＋0．4鍋   

他事務所   l；l霊  ＋6．36％  62．18％  ＋2二16％  

他事務所との差  △2．63望も    △1．70駕  
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2 コスト比較  

事業に要lノた華用については、官・民の納付督励手法の相違、比較対象となる他事務所の地域性や被保険者規模等の相違などの要素を勘  

案して検証する必要があるが、あえて事業の効率性・効果を計るため、以下により比較を行うた。  

（納付月数1月当たりのコスト比較）  

対象事務所   受託事業者  

納付蜜励実施状況  （割合）  納付督励実施状況  （割合）   

t    豆畜   106．ヰ25件  85％   t    き看   21．506件   16％  

戸 別 訪 問   18．700件   15％  戸 別 訪 問   97．58ヰ件  71％  

弘前（青森）   （株）もしもしホットライン   77．3円  文    書  0％  164．0円  藁さ甘収（文■）   18．636件   14％  

計   125．125件  100％  計   †37，706件  イm  

17年虞  92G556月  17年度  
I内付対生月数  納付対生月掛   495．747月   

■    指   119、612件  80％   t    汚   11．273件   6％  

戸 別 坊 間  0％  戸 別 訪 憫   65．931件  38％  

足立（東京）   －－エー・シー・エス債権管理回収（株）   34．2円  文    書   29．153件  20％  52．1円  井合材麒（文■）   97．457件  56％  

計   148．丁65件  100％  計   174．661件  1q⊃％  

17年虐  1．262．888月  17年度  
納付対■月絆  納付対t月数   744．968月   

t    話   127．707件  90％   t    雷看   29．356件  21％  

戸 別 訪 問  0％  戸 別訪問   51．680仲  37％  

熱田（愛知）   エー・シー・エス債権管理固収（株）   51．3円  文    暮   13．434件   10％  93．9円  憂さ徴収（文●）   59．366件  42％  

帥   141．141件  100％  計   140．402件  100％  

17年度  666．265月  17年虞  
納付対蒙月穀  納付河■月鄭   679．944月   

t    話   67．727件  87％   t   ！苔   29．069件  15％  

戸 別 班 閲  ○％  戸 別妨問   63．844件  32％  

平野（大阪）   エー・シー・エス債権管理回収（株）   65．3円  文    暮   10．355件   13％  131．0円  t合戸甘収（文■）   106、192件  53％  

計   78．082件  100％  ！十   199，105件  1α〕9畠  

17年虞  5隠958月  17年l箕  
納付対書月数  納付対■月叡   640．488月   

■    ほ   77．963件  85％   t    招   23．962件  20％  

戸 別 訪 問   14．197件   15％  戸 別妨問   60．432件  50％  

宮崎（宮崎）   （株）もしもしホットライン   80．8円  文    書  ○％  149．1円  義金憬収（文t）   35．6gO件  30％  

計   9Z160件  100％  五十   120．084降  100％  

17年度  71aO38月  17年雇  
納付対象月数  納付対象月製   327，967月   

注1）コストは、委托期間である平成17年10月～平成18年9月までの閻に要した事用及び納付月数から＃出した。  

注2）受託■業者の十用については、落札価椙（委托暮）のほか、要求水準を超過した納付月製Iこ対する成功報酬顎を含む。  

ただし、要求水葬を濡たしていない場合には、末遭成割合に府じて落札価格（委托■）を滞じた欄としている．  

注3）社会保険事務所の■用については、委託対象となる業拷範囲に要した人件責、旅千及び物件千を計上している．  

注4）納付書勘実施状況は、受托事業者については実績報告暮による嘗勒件数、社会保践事携所については同委托舶間における1社会保険事襟所あたりの平均実施件数である．  
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○社会保険事務所   

・被保険者の年金受給権の確保の観点から、全ての未納者に対して接触を行うため、遠隔・山間地など全地域で納付醤応力を実施する  

方針の下に、電話に加え戸別訪問にかなりのウエイトをおいて納付督励を行うほか、遠隔地域を中心として年金相談も行える納付窓  

口を開設した集合徴収（呼出徴収）を実施しており、これらに応じた人件費等のコストがかかっている。  

○受託事業者  

■ 電話による納付督励を中心に実施し、未納期間が比較的少ない未納者など効率的に収納が見込める対象に的を絞るとともに、社会  

保険事務所の納付督励でかなりのウエイトを占めていた戸別訪問による納付督励は実施していないか、又は電話番号不明者など未納  

者の一部に対してのみ実施するなど、人件費を中心に相当のコストダウンを図っている。   

・電話番号不明者などの一部に対して、（株）もしもしホットラインは戸別訪問督励を実施し、エー・シー・ エス債権管理回収（株）は  

文書送付による督励を実施しており、受託事業者の間でも、納付書励手法の相違による費用の差が生じている。  
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市場化テストモデル事業（先行5ケ所）実施体制比較表  

熱 田（愛知）  足 立（東京）  弘 前（青森）  

（管轄地域）   弘前市黒石市五所川原市つがる市平川市 西井軽郡中濱線番繭津軽郡北津軽都   
犀立区   名古屋市のうち熱田区、中川区、港区   

受  （株）もしもしホットライン   エー・シー・エス債権管理回収（株）   エー・シー・ エス債権管理回収（株）  

託  
書ノ  15人 ※熱田分と共同実施   15人 ※足立分と共同実施  

葉 者  6人箕聖霊チび五所川原簡のみ戸別訪問を実施。他の珊村は  0人   0人   

職   員   －6人定詔を組   8人去禁悪悪諾ヲ据■のフォロ‾†任意加入未納者   8人（中長期未納者への戸別訪問、t話督励）  

収納指導書   3人（中長期未納者への戸別訪問、t梅督励）   2人（推進Å補助、免除帥係補働）   2人（推進1のt理、指導、事前ヰ後処理）  
対  

象   14人（全未納者）   9人（全未納者）  
事  
務  ・弘前市  6人 ・尾上町、平賀町 1人   郵便事号別に担当地域を置定   郵便番号側に対■看を振分け、分担で実施  

・五所川原市  2人・板柳町、鶴田町1人  （全地域を網羅）   （全地l痍を網羅）   
所  ・五所川原市、中泊町1人・大鰐町、碇ヶ関村1人  

・黒石市 1人・深溝町、さケ沢町1人  
・A石市、田舎館村1人・＃噸町 1人  

・つがる市  Z人・西日1村  0人  

他  9．3 人   丁．2 人   8．1人  

（事  
平務  3．0 人   1．9 人   0．0 人  

均所   推進■不在の4町村は、暮Åが戸別訪問（集合徴収）を集施。  、、すべての市区町村で■肘戸別訪問   
国民年金推進員  15．3 人 推進員が不在の3町村l車、収納楯導■が戸別訊問を実施。    9．8人■■儲は町村の事隋があった場合に集合徴収を実施。利島、御   

豪島、書ケ■の3村は未実施。   

対象事務所  平野（大庭）   宮 崎（宮崎）   

（管轄地域）  大阪市のうち東住吉区、平野区   宮崎市 日南市 宮崎都 南那珂郡 コ乳首県郡   

受  エー・シー・ エス債権管理回収（株）   （株〉もしもしホットライン  

託  
事  41人 ※弘前分と共同実施  

業  
者  0人   6人 tヰ区域内のすべての市町村について戸別肪間を実施。   

♯   1   5人（長期未納者への戸別訪間・t話督励）   9人㌶実施。  

対・  1人（納付約束看への戸別訪問・t祐督励）   3人（長期未納者への戸別訪問、t話督励）  

象 事  7人（短期・中期未納者）   1丁人（短期・中期未納者）   

務  （全地欄を綱ヰ）   ・宮嶋市 10人・蘭郷町 1人  

所  ・日南市 1人・高岡町 1人  
・清武町 1人・匹雷町 1人  
・田野町（一部清武町）1人・綾町  0人  
・北郷町（一節8鞘市）1人   

他  8．3 人  

〈事  
平務  2．5 人   2，0 人  

均所   
国民年金推進■  12．6 人 すべての市区町村に担当の推進■を投書。   13．3 人 推進■が不在の4町村は、■員が戸別訪問（井含徴収）を実嵐   

注）：受託事業者については、委託葉蘭にかかる体制  

注）：対象社会保険事務所については、平成17年4月現在の体制  

注）：他社会保険事務所については、平成18年4月現在の体制   
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．阜 事業実績   

（1）受託事業者における事業内容  

社会保険事務所が行っている納付督励と受託事業者が行った納付督励の手法について、大まかな概念として示すと以下のとおりである0  

（青森県内の他事務所の倒L  

〔社会保険事務所】  【受託事業者】  

（株）もしもしホットライン  

腹  

※納付督励の件数及び各督励の接触率は、受託事業者からの   

実績報告書より記載  

※納付督励の件数は、同委託期間における1社会保険事務所あたりの平均件数  

※各督励の接触率・面談率は平成16年度の全国平均値  

○社会保険事務所の納付督励   

①短中期未納者を中心に電話納付督励を実施し、②電話番号不明者、電話による納付督励での末接触者及び長期未納者に対しては戸   
別訪問による面談、③さらには、社会保険事務所から遠隔な地域を中心に年金相談を含めた納付窓口を開設し、呼出による集合徴収を  
実施するなど、未納者全般に渡る納付督励を幅広くきめ細かく実施している。  

○ 受託事業者（（株）もしもしホットライン）の事業展開  

効率性やコストパフォーマンスの観点から、電話番号が収録されている未納者のうち、比較的紺寸に結びつきやすい短中期未納者を   
中心に集中的な電話督励を実施しており、電話番号不明者に対しては、戸別訪問による納付督励を一部実施している（未納者からの委   
託による納付受託も実施）が、督励の対象としない未納者が発生している。  

なお、受託事業者が督励の対象としなかった者であっても、国から納付書と催告状の送付を行っている。  
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（東京都内の他事務所の例）  

【社会保険事務所】  【受託事業者】  

エー・ミノ叫エスイ棄権管理回収（株）  

※納付督励の件数及び各督励の接触率は、受託事業者からの実績報告書より   

記載  

（注）専用電話番号を記載した案内文書を送付し、受電による納付督励を実旅  

※納付督励の件数は、同委託期間における1社会保険事務所あたりの平均件数  

※各督励の接触率・面談率は平成16年度の全国平均値  

○社会保険事務所の納付督励   

①短中期未納者を中心に電話納付書励を実施し、②電話番号不明者、電話による納付督励での未接触者及び長期未納者に対しては戸  
別訪問による面談、③さらには、社会保険事務所から遠隔な地域を中心に年金相談を含めた納付窓口を開設し、呼出による集合徴収を  
実施するなど、未納者全般に渡る納付督励を幅広くきめ細か＜実施している。  

○受託事筆者（エー・シー・ エス債権管理回収（株））の事業展開  

効率性やコストパフォーマンスの観点から、電話番号が収録されている未納者のうら、比較的納付に結びつきやすい短中期未納者を   
中心に集中的な電話督励を実施しており、電岳番号不明者の一部に対しては、専用電話番号を記載した案内文書を送付し、受電による   
納付督励を実施しているが、督励の対象としない未納者が発生している。  

なお、受託事業者が督励の対象としなかった着であっても、国から納付書と催告状の送付を行っている。  
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（2）社会保険事務所毎の事業実績評価  

① 弘前社会保険事務所の事業実績  

（株）もしもしホットライン  

○電話納付醤励主体（電話オペレータ 41名 ※宮崎社会保険事務所分も集約して実施）   

架電はフリーダイヤル番号で発信し、受信による督励も実施  

○現地戸別訪問員 6名設置（未納者からの委託に基づ＜納付受託も実施）元国民年金推進員を登用  

受託事業者  
納付書励手法  

【受託事業者における納付督励実施結果】  

用事集薯  社象細事株斯  
納付攣  

瑚ゆ坤  縄付月数  ●   こ  ∴  亀捧事  鱒  

■■■t暮†● 義た輌膚■    ●■■■■■●  lも象よ1  1J■■▲  ■P■■ヰ  †ナ■■■▲  ‖l◆l′1  柳田用は  ■■■■  1●号●■▲  傭払7相異   tt●払  1丁年鴨方又  l尊卑○月琴  如加地   、1●拳ま賞  り寧卑属  事巾◆■丘  1Jヰ○月呆  1鶴i亭丹1  抑郎靖組   

弘 箭  l（旭．3随  ＄95．け寧  578，叩6＝  扇．汽  ／225．037  草15・釘ヰ  ムヰ．ユ～  270蹄…、髄件  i、   2も．】】ヽ  如こ8肪■＋i7ぬ   才一十土れ  封，．1れ  寸恒9鶉  廊独酌  瀬川離  ：庭由  ＋軋i2ヽ  55二4フ竃  ∬通底  血中－23も  
触．攣・触＼断  如脚払    1，002．2さ91  ムまr飢  由4．72さ  胡5．ji才  ム2，4～   之3．35ゝ  ・2象山ヽ  ム0†Iヽ  （ヰj6泉）  ー紘9粥  67．う的  ・†－  弛ヰ恭  由，6鳩  ＋0、2かi  

他事滴断との蓋  ＋5，こけl  ムL2～  ム‡、椚  一   ムえ朋灼      十l釦l  （ム0、73月）  各町払  ム¢．l・さヽ   

○受託事業者   

受託事業者の要求水準の達成率は、要求水準を5ポイント以上上回っており、他事務所と比しても上回っている。  
○社会保険事務所   

免除の取組については、17年度の免除率の伸び（対前年度比）は他事務所に比して下回っているが、18年9月末の免除率の伸   
びは逆に上回っている。   

強制徴収の取組については、他事務所と同等である。  
○納付率の改善状況   

17年度及び18年9月末ともに他事務所に比して低調である。   
17年度については、免除の取組が低調及び納付月数の伸びが低調であること、18年9月末については、免除の取組が好調に転   

じたものの納付月数の伸びが低調であることが要因と考える。  
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② 足立社会保険事務所の事業実績  

エー・シー・ エス債権管理回収（株）  

○電話納付督励主体（電話オペレータ1－5名）※熱田社会保険事務所分も集約して実施   

架電はフリーダイヤル番号で発信し、受信による督励も実施  
○文書督励（専用電話番号を記載した案内文書を送付し、受電による納付督励）  

○対象地区内のケーブルテレビCMによる納付案内  

受託事業者  
納付督辰れ壬ミキ  

【受託事業者における納付督励実蒔絵栗】  

僻事集讐 社葬坤事聞 
欄桐礪  

半l岬事  鱒鱒サー犠牲  卿  旬如純如  

臓tヰ′ ∴雫珊月■、               ■■l■■t■  勲軒い－－や   ｛●†Iヰ  叩や鱒  用軌檜貪＝：  如■準  ■－  十t†●捕  l鱒■壬  や瞭  ＝叩や      ■  －      やl■事寧   I†蜘鱒  坤叫棒  井廊聖                       ヤー瑚羊  †・書■鱒声    匹  t  

■・．鱒鵬  碑印刷  王i鴫鵬‖≡  ム阜飢  窄lき瞭  ＝＝わ印加  郭顔  ＝煎雉  い珊  ；＝1■鱒鳩    t2孝Iヽ  こ■＝！芦一肌  埴脚撫  十1jiI  ね．華3月才  」和郎卑  ・戒     卓l∬II    ト郊羊                       叩・鱒        ・一路8鱒  
痺1‡ 吋顧      ：如ぬ  】亭．鱒も二  鳩頭  や．鉦郎■  ．料鵬  拍鱒  サ拍鵬   申婿鱒  57卓絶  ＋1．．62篤                           一ヽ．  

伽l削舷    甲善  AlAプ笥、      や；二料  忌  牟陶      ヰり弼  繍中細う      ヰ恒  や叫嘩   

○受託事業者   

受託事業者の要求水準の達成率は、要求水準を達成しているが、他事務所の達成率より低いものとなっている。  

○社会保険事務所   

免除の取組については、17年度の免除率の伸びは他事務所に比して低調ではあるが大きな差は生じておらず、18年9月末の免   

除率の伸びは他事務所を上回っている。   

強制徴収の取組については、他事務所に比して進んでいる。  

○納付率の改善状況   

17年度は他事務所に比して低調であるが、18年9月末は若干上回っている。   

17年度については、免除の取組が低調及び納付月数の伸びが低調であること、18年9月末については、免除の取組が好調に転   

じたことが要因と考える。  
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③ 熱巴社会保険事務所の事業実績  

受託事業者：エー・シー・ エス債権管理回収（株）  

○電話納付督励主体（電話オペレータ15名）※足立社会保険事務所分も集約して実施   

架電はフリーダイヤル番号で矧言し、受信による督励も実施  

○文書督励（専用電話番号を記載した案内文書を送付し、受電による納付督励）  

○対象地区内のケーブルテレビCMによる納付案内  

納付督励手法  

【受託事業者における納付督励実施結果】  

【事業実績】  

■■●1■  醜女＃■事葛餅  

≠村■  
蝿t杜●劇中用嘩  納付月数  ロ暮義瞥芯捧載  燐事  暮■■せ†  

熱 田  縁組即  さ○・†鱒  隠1鱒  宥涙顔  ＝幽車鱒  ヰ‡月払  

終甘即  終1箪  印材  ＋1▲丁ヽ  鋸．0軌 隠2ユ～  十箪、†机  l鋸．8飢    H ＝ 地相姥≧1両．2即  ム2二4も  †砧．0さ8  1ぢ乙8さ8  Al，．漁  ㈹賜  】用件  ぬTO～  2ユ．抑  ヰ3 
鱒暮譜鱒との攣  十‡ヱlヽ  ム0¢1   （加．掛郎      ム0．dl毎  ●●●●■I● ▲た珊糟月■    tl書■●■●  I棚卜棚  檜病▼魔汽  い●●■書  1●●●■l  ■■●★豆  ●■■．■  1書tO舛ス  18■札束  lT★、1蔦  ■■仙よ  1ナ●01＝■  ふ串ふ   18＊虞羊  17唖才  相即和服  、†棚ト…芸  ■d薫魔法                               ．20篤  や鱒  ー轟恒・S3幾  ＝  

○受託事業者   

受託事業者の要求水準の達成率は、要求水準を約2ポイント上回っており、他事務所と比しても上回っている。  

○社会保険事務所   

免除の取組については、他事務所に比べて低調である。   

強制徴収の取組については、他事務所に比して進んでいる。  

○納付率の改善状況   

17年度及び18年9月末ともに他事務所に比して低調であり、いずれも免除の冒又組が低調及び納付月数の伸びが低調であること   

が要因と考える。  
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④ 大阪社会保険事務局平野事務所の事業実績  

エー・シー・エス債権管理回収（株）  

○電話納付督励主体（電話オペレータ12名）   

架電はフリーダイヤル番号で矧言し、受信による督励も実施 

0戸別訪問（専任訪問員は未設置）  

○文書督励（専用電話番号を記載した案内文書を送付し、受電による納付督励）  

○対象地区内のケーブルテレビCMによる納付案内  

受託事業者  
納付書取手法  

【受託事業者における納付督励実施結果】   

1  

農闊蠣叢書  如坤彿如鵬  
鱒陣  

鱒攣  P事■■t■t  

■書■■頑1♯■ ‥1鱒朋鱒川■        t■■■此●  ：t8職箪＝  t叫叫鱒  ー：叩職寧  ≡lツ血相ゆ－  涌㈲叩耀  ■■t■▲  ※担暮  ーti如簿尖  雨叫鱒  り『鱒：  鱒甲噂鱒  1坤甲鱒  1●■H川▲   川鱒鱒匝    ＝川■ヰや■  ”雛■這  二鱒坤鱒  け如サ▲   

ま沌．8；～  ㌢如l二購  2掬お岳  如磨  ・ 1鱒．翻  触率  塵嘩  甲件∴  画面  咋鱒  十さナ寧ヽ  如・野  二2之○巧   ム宴蛾  ∴絶筆叩〉：‘   、ごヰ寧二一帯  隠■1肪  掬廟  錬叩  噌頑  ヰi≡ミ甲懲  
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○受託事業者   

受託事業者は、要求水準を達成しておらず、また、他事務所の達成率よりも低いものとなっている。なお、他事務所の要求水準の   
達成率も、水準に達していない。  

○社会保険事務所   

免除の取組については、17年度の免除率の伸びは他事務所に比して低調であるが、18年9月末の免除率の伸びは逆に若干上回   
っている。   

強制徴収の取組については、他事務所と同等である。  
○納付率の改善状況   

17年度及び18年9月末ともに他事務所に比して低調である。   
17年度については、免除の取組が低調及び納付月数の伸びが低調であること、18年9月末については、免除の取組が好調に転   

じたものの納付月数の伸びが低調であることが要因と考える。  
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⑤ 宮崎社会保険事務所の事業実績  

受託事業者  （株）もしもしホットライン  
納付督励手法： ○電話納付督励主体（電話オペレータ 41名 ※弘前社会保険事務所分も集約して実施）  

架電はフリーダイヤル番号で発信し、受信による督励も実施  

○現地戸別訪問員 6名設置（未納者からの委託に基つく納付受託も実施）元国民年金推進員を登用   

【受託事業者における納付督励実施結果】  

【事業実績】  

用事濃讐  杜よ膿書嘗鶴橋  
納付睾  
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○受託事業者   

受託事業者の要求水準の達成率は、要求水準を5ポイント以上上回っているが、市町村合併による被保険者数の増加もあったため、   

要求水準の達成が受託事業者の成果か合併の影響によるものか一概に判断ができない。  

○社会保険事務所   
免除の取組については、17年度の免除率の伸びは他事務所に比して低調であるが、18年9月末の免除率の伸びは逆に若干上回   

っている。   
強制徴収の取組については、他事務所に比して進んでいる。  

○納付率の改善状況   
17年度及び18年9月末ともに他事務所に比して低調である。   
17年度については、免除の取組が低調及び納付月数の伸びが低調であること、18年9月末については、免除の取組が好調に転   

じたものの納付月数の伸びが低調であることが要因と考える。  

・15一   



…対象事務所の拡大を前提として民間事業者の活力をより効果的に活用するための見直し  Ⅲ 実施結果を踏まえた見直し   

1基本設計に係る改善  

（1）要求水準の適正化  

今般のモデル事業の対象事務所については、納付状況が低調な社会保険事務所を選定し、要求水準の納付月数についても、その対象事務   

所の実績を基に設定したことから低い水準となっているため、要求水準を達成したにもかかわらず、結果として納付率の向上につながるだ   

けの納付月数が獲得されなかった。  

このため、納付月数に係る今後の要求水準の設定に当たっては、納付率の向上につながる適正な水準を設定することが必要である。  

（2）受託事業者の決定方法の改善  

受託事業者の決定に当たっては、事業者が企画提案する事業実施内容及び入札価格の双方により評価する総合評価落札方式（一般競争入   

札）により、「事業実施内矧こ係る企画評価点数」を「入札価格」で除して得た数値の最も高い者を落札者とする除算方式を採用した。  

し力、しながら、事業実施内容について高い評価を受けた事業者が低廉な価格で入札しているにもかかわらず、事業実施内容について最低   

限の評価しか受けていない事業者であっても著し＜低廉な価格で入札すれば落札者となることは望まし＜ない。  

納付率の向上は喫緊の最重要課題であるとともに、国民の年金受給権確保の観点から、単にコスト削減のみを優先するものではないこと   

から、事業実施内容に係る評価に重点を置いた受託事業者の決定方法を検討していくことが必要である。  

（3）企画提案に対する必須要件の追加  

民間事業者においては、効率性とコスト削減の観点から、遠隔・山間地域の未納者や未納期間の長い者など、比較的非効率な地土或や対象   

者について納付督励を実施しないという選択を行っているが、公的年金事業としては、全ての被保険者の年金受給権確保に努める取組が重   

要であり、受託事業者の選定に当たっては、こうした取組を企画提案に対する必須要件として追加するなどの措置を検討する必要がある。  

2 事業実施面における改善  

（1）受託事業者への適切な指示・指導及び協力連携の強化  

納付率向上に向けた収納対策においては、社会保険事務所が全体の取組を主導し、その中の一部として民間事業者の創意工夫やノウハウ   

を最大限活用しながら、全体として納付率の向上を目指すものである。  

このため、対象事務所においては、国が行うべき強制徴収や免除等申請勧奨の業務に特化し重点的な取組を実施するとともに、納付状況   

に係る事業管理を徹底し、受託事業者への適切な指示・指導及び協力連携を強化してい＜ことが必要である。  
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（2）情報の早期提供  

受託事業者へ提供している未納者の情報については、現在月1回の提供にとどまっているが、金融機関等で納付された保険料の収納情報   

を受託事業者がリアルタイムに把握することができていない。（社会保険オンラインシステムの端末装置を貸与しているが、個々の情報を1   

件毎に確認しなければならない。）  

このため、未納者情報の早期提供について、早急に改善を図る必要がある。  

3 事業の周知・広報の充実   

市場化テストという民間委託事業に対する国民の認知度が低く、受託事業者が行う納付督励に対する苦情等により、受託事業者や対象事務  

所への問い合わせ等により、業務に支障をきたす場合があったことから、市場化テスト（民間委託事業）に対する国民の認知度を高めるため   

の周矢口・広幸引こついて検討が必要である。  

Ⅳ 今後の事業展開（対象事務所の拡大）   

国民年金保険料の納付率の向上を図るためには、未納者に対するきめ細やかな納付督励を行う一万で、度重なる納付督励にもかかわらず納付  

されない者に対しては財産葦押えを含めた強制徴収による厳格な対応、また経済的な理由により納付が困難な者に対して保険料の免除等制度の  

周知並びに申請書の提出勧奨を行っていく必要がある。   

市場化テストのモデル事業においては、国が行うべき業務と民間事業者へ最大限委託できる業務を明確にし、官と民の融合による最適な納付  

督励体制の整備を図ることを目的としており、平成18年7月からは新たに対象事務所を30ケ所拡大し、現在35ケ所の社会保険事務所で実  

施している。   

国民年金保険料の収納業務については、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成18年法律第51号）において対象業務  

として位置づけられ、順次対象事務所を拡大し実施していくことを予定している。   

具体的には、公共サービス改革基本方針（平成18年9月）において、国民年金保険料収納事業については、民間競争入札を実施し、平成1  

9年10月から22年9月までの3年間を契約期間として、全国312ケ所のうら95ケ所の社会保険事務所を対象とすることが既に閣議決定  

されている。さらに、平成20年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置として、事業の実施状況を見つつ、将来的には、全国の社会保険  

事務所における国民年金保険料収納事業を民間競争入札の対象とすることとしている。   

いずれにしても、納付率の向上に向けては、今般の市場化テストモデル事業の実施結果を踏まえて所要の改善を図り、より望ましい事業とし  

た上で官と民の競争ではなく、官と民の融合により、効率的・効果的な事業展開を推進してまいりたい。  
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